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2026 年５月 11 日 

各 位 

会 社 名  丸 全 昭 和 運 輸 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 岡  田  廣  次 

（コード番号 9068 東証プライム市場） 

問合せ先  総 務 部 長 藤  井  誠  子 

（電話 045-671-5715） 

 

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社が 2023 年 6 月 29 日開催の当社定時株主総会にて株

主の皆様のご賛同をいただきました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」（以下「現プラ

ン」といいます。）を継続することにつき、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会（以下「本

定時株主総会」といいます。）に、議案としてお諮りさせていただくことを決議しましたので、ご報

告いたします。 

現プランの有効期間は本定時株主総会終結のときまでであることから、当社では、株主共同の利益

及び企業価値の維持・向上の観点から、継続の是非も含めそのあり方について検討してまいりました。

その結果、情勢の変化や機関投資家の動向等を踏まえ、株主の皆様のご賛同を得ることを条件として、

継続することを決定したものであります（以下継続後の対応策を「本プラン」といいます。）。本プラ

ンの有効期間は、本定時株主総会において株主の皆様にご承認いただけた場合には、ご承認をいただ

いたときから、2029 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結のときまでといたします。 

なお、本プランの継続にあたり、金融商品取引法の改正、近時の買収への対応方針に関する裁判例

や実務動向等を踏まえ、現プランの内容について全般的に見直しを行っております。 

 

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊

重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、

最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考え

ております。 

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続ける

ことができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれ

のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が

最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような大規模

買付行為を行なう者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、か

かる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えてお

ります。 

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取り組み 
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Ⅱ－ⅰ．企業価値向上への取り組み 

当社は、1931 年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に

「お客様第一主義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新の

IT 技術を駆使した海・陸・空にわたる複合一貫輸送に取組んでまいりました。 

このような当社及び当社グループの企業価値の源泉は、①高度化する物流市場の多様なニーズに即

応できるグローバルな物流サービスの構築力と提案力、②最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術

を兼ね備えた高品質な現場力、③物流が公益に深く関わる事業である事を自覚し、コンプライアンス

を第一に、安全、環境、品質等、CSR への取り組みを実践していることにあると考えております。 

まず、①の物流サービスの構築力と提案力は、物流と情報の一元化を可能とする 3PL（サードパー

ティロジスティクス）システム（当社では、“マルゼンロジスティクスパートナー”の頭文字をとって

“MLP システム”と呼称）をツールとして物流システムのオーダーメードを実現しお客様から高い評

価を得ております。 

次に②の高品質な現場力では、お客様からお預かりする貨物の特性に精通した物流管理能力に優れ

た人財と個々の作業に類まれな技術力を発揮する技術者を配置し、高品質な物流サービスを提供する

ことにより長年に亘りお客様から厚い信頼を頂いております。 

また、③の CSR への取り組み強化では、内部統制システムの構築と共に CSR 推進体制として CSR

推進会議（議長：社長）を設置し、下部委員会として内部統制委員会、コンプライアンス委員会、リ

スク管理委員会、情報セキュリティ委員会、個人情報保護管理委員会、安全品質委員会、環境委員会

及び健康経営推進委員会等を置き、CSR に関する整合性の取れた組織的な取り組みにより社会的責

任を全うできる管理体制を構築しております。 

このような創業以来の当社及び当社グループの取り組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉とな

っており、当社の企業文化の継続・発展を通して当社の社会的意義を高めるとともに、結果として企

業価値及び株主共同利益の最大化に繋がるものと考えております。 

国内物流市場の人手不足は年々深刻化しており、顧客からは、安定的な物流サービスの継続が切望

されております。そのため、今後大きく進展する輸送や作業の自動化を見据えると、労務の提供だけ

でなく、顧客の課題を発見し解決する提案力も更に重要になっていきます。 

このような状況のなか、当社グループでは、2025年度を初年度とする3か年にわたる第9次中期経

営計画を策定し、2025年4月から実施しております。当社グループが自らの存在価値を高め、飛躍す

るためには、目指す姿「テクノロジーと現場力で、お客様の未来を創造するロジスティクスパートナ

ー」を実現し、最速のスピードで企業価値を向上させることが求められております。当社は昭和 6 年

の創業以来、日本経済の発展とともに着実に成長を続けてきました。しかし、今までの手法、過去の

成功体験を踏襲するだけでは、この環境変化に対応できません。本中期経営計画期間中に次期基幹シ

ステムが本稼働し、当社グループのビジネスモデルを情報活用型へと転換する基礎ができます。シス

テムを活かし、より効率的に事業戦略を実施する企業への進化を目指して、構造改革の取組みに着手

します。 

1．売上の拡大 

(1) 3PL 事業の売上拡大 

これまで通り、荷主の業務に合わせたカスタマイズを売りにする個社対応のサービスを提供すると

同時に、より広い範囲の荷主を獲得するため、「荷主業界」の単位でターゲットを定め、3PL と共
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同物流のノウハウを融合した提案で売上拡大を目指します。 

(2) 成長ターゲットの売上拡大 

今後の成長が予想され、当社の培った物流ノウハウが活用できる分野（1.産業機械 2.半導体材料 3.

蓄電池 4.電子部品 5.サーキュラーエコノミー※）と、当社が差別化を進めている分野（危険物、

農産物）を中心に、高品質な物流サービスを提供することで、顧客に選ばれるロジスティクスパー

トナーを目指し、売上の拡大につなげます。 

※サーキュラーエコノミー：資源や製品を循環させて活用し、付加価値を生み出し続ける新しい経

済システム 

(3) 新規・既存荷主の売上拡大 

各部門の予算で見込んだ新規及び既存のターゲットとする荷主に対して、売上の拡大に取組みます。

取扱いが拡大傾向にある東名大幹線輸送については、危険物取扱いや品質などの強みを活かして引

き続き集荷に注力します。 

(4) グローバル物流事業の売上拡大 

生産の国内回帰や海外シフト、地産地消への対応強化など荷主により海外物流のニーズは異なる状

況ですが、海外現地法人と海外パートナーとの連携の中、主要荷主の海外物流のニーズを捉えた提

案で売上の拡大を図ります。 

2．事業競争力の強化 

(1) 3PL 事業の強化 

① 3PL 業務の標準化 

② 3PL 事業の内製化推進 

(2) ロジスティクス事業の基盤強化 

① 自社車両の増加に対する取組み 

② 国内物流拠点の拡充 

(3) グローバル物流事業の拡大 

① 海外物流拠点の拡充 

(4) 構内作業／その他の事業の強化 

① 作業遂行力の確保 

② 機械化・省人化の推進 

3．企業基盤の変革 

(1) 組織の改革 

① 専門組織の設置（拠点開発、M&A） 

② 業務機構の再編（海貨業務、配車業務等） 

(2) 設備投資の促進 

① 起案部門および関係者に対するインセンティブの検討 

(3) M&A の実施およびアライアンスの強化 

① M＆A の実行（対象：物流子会社、新規事業に繋がる企業、3PL に繋がる実運送事業者、設

備のメンテナンスに強みを持つ企業） 

② 同業他社とのアライアンスによる競争力強化 

(4) 人的資本の活用と強化 
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① 継続的な人材の確保 

② グループ会社の人事制度整備 

③ キャリアパスの策定とダイバーシティの推進 

④ 教育による能力向上とプロフェッショナルの育成 

(5) DX 戦略の推進 

① 次期基幹システムの構築と稼働 

② 物流プラットフォームの構築 

③ デジタイゼーションの推進 

(6) 営業推進体制と機能の強化 

① 全社営業推進体制の整備 

② 営業支援ツールの整備 

(7) サステナビリティに関する取組み 

① 気候変動への対応 

② 働き甲斐のある職場づくり 

③ リスクへの対応 

④ ガバナンスの強化 

⑤ 適切な情報開示と市場評価向上への取組み 

  

 

Ⅱ－ⅱ．コーポレート・ガバナンスの強化 

1．基本的な考え方 

 当社は激変する経営環境に対し迅速かつ的確に対応し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上

を実現できる体制を確立するため、株主をはじめとするステークホルダーに対し経営の透明性をより

高めるとともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンス

の強化と充実に努めております。 

2．コーポレート・ガバナンスの体制 

 当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の

過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、

より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築

することを目的として、2020 年 6 月の第 118 回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移

行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に

移行しております。当社の各機関の説明は以下のとおりです。 

（取締役会） 

・取締役会は、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の厳正な監督を目的

として、月 1 回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を随時開催できる体制を整えておりま

す。 

・意思決定の迅速化のために、定款において、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全

部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 

・取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役及び役付取締役の選定、経営の基本方針の決定、
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計算書類・付属明細書の承認、上半期及び下半期設備計画予算及び資金収支・利益計画の承認、中

間配当、株主総会の招集及び株主総会に付議すべき議題並びに提出すべき議案と書類の決定、業務

執行状況の報告等であります。 

（常務会） 

・常務会は、取締役社長が取締役会で決定・委任された業務執行権限と業務執行の決定権限を行使す

るにあたり、経営上の重要な事項を審議、協議し、又は経営に関する重要な報告を受けることを目

的としており、運営については、毎週 1 回開催しております。 

・常務会は、取締役会付議事項ならびに役付執行役員から常務会に提出された議案について、審議も

しくは協議を行います。 

・また、監査等委員は、業務の執行状況を知るために、常務会に出席することができる体制となって

おります。 

（執行役員） 

・執行役員制度は、取締役会は経営の意思決定及び業務執行の監督を主な役割とし、執行権限及び執

行責任の明確化を図り、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行なう体制を構築する

ことにより経営の機動性を高めることを目的としております。 

・執行役員は、取締役会等の重要な会議に出席するなど取締役会と連携し、業務執行できる体制とな

っております。 

（監査等委員会） 

・監査等委員会は、委員の過半数が社外取締役で構成されており、業務執行の適法性、妥当性の監査・

監督を行なうことを目的としております。 

・各監査等委員は、策定された監査方針ならびに監査計画に基づき取締役会等の重要な会議に出席す

るとともに、業務ならびに財産の状況調査等を通して、取締役の業務執行を監査・監督できる体制

としております。また、内部監査部門から報告を受けるとともに、必要に応じて指示を行なうなど

連携を強化し、監査等委員会の機能強化を図っております。 

（指名・報酬諮問委員会） 

・指名・報酬諮問委員会は、取締役、執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観

性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 

・指名・報酬諮問委員会は、取締役会から諮問を受けた、取締役、執行役員の指名・報酬等に係る事

項を審議し、取締役会への答申を行います。 

・指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容は、取締役会からの諮問に応じ、取締役・執行役

員の選任及び解職に関する事項、取締役・執行役員の報酬体系及び報酬決定の方針等を審議し、取

締役会に対して答申しております。 

 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組み 

1．本プランの概要と目的 

当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、

株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行なお

うとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することといたしました。 
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本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを

策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうと

する者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを速やかに開示することにより、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者

に対して、警告を行なうものです。 

なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるよ

うにするため、独立委員会規程（その概要については別紙 1 をご参照ください。）に従い、当社社外

取締役、又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識

経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成され

る独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に速やか

に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしております。 

また、対抗措置を発動する場合には、原則として、株主意思を確認するため株主意思確認総会を開

催することとしております。なお、本プラン継続時における独立委員会の委員には、別紙 2 に記載の

3 氏が就任する予定です。 

また、2026 年 3 月 31 日現在における当社大株主の状況は、別紙 3「当社の大株主の株式保有状況」

の通りです。なお、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけ

ではありません。 

2．本プランの内容 

(1) 本プランに係る手続き 

① 対象となる大規模買付行為 

本プランは以下の(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ) に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行

為（これらの提案1を含みます。）（ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為

を、以下「大規模買付行為」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行

為を行ない、又は行なおうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定め

られる手続きに従わなければならないものとします。 

(ⅰ) 当社が発行者である株式等2について、保有者3の株式等保有割合4が 20％以上となる買付け

その他の行為 

(ⅱ) 当社が発行者である株式等5について、公開買付け6に係る株式等の株式等所有割合7及びそ

 
1 第三者に対して買付等を勧誘する行為を含みます。 

2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限

り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の

制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場

合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものと

します。 

3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定される保有者をいい、同条第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含み

ます。以下同じとします。 

4 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとしま

す。 

5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ⅱ)において同じとし

ます。 
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の特別関係者8の株式等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付け（公開買付けの開始を

含みます。）その他の行為 

(ⅲ) 上記（ⅰ）又は（ⅱ）に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、特定の株主が、

当社の他の株主その他の保有者（複数である場合を含みます。以下本（ⅲ）において同じ

といたします。）との間で行なう行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主そ

の他の保有者が当該特定の株主の共同保有者9に該当するに至るような合意その他の行為、

又は当該特定の株主と当該他の株主その他の保有者との間にその一方が他方を実質的に支

配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係10を樹立する行為11（ただし、

当社が発行者である株式等につき当該特定の株主と当該他の株主の株式等保有割合又は株

式等所有割合の合計が 20%以上となるような場合に限ります。） 

 

② 「意向表明書」の当社への事前提出 

買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買

付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文（条件又は留

保等が付されていないものとします。）言等を記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）

を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。 

具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。 

(ⅰ) 買付者等の概要 

(ｲ) 氏名又は名称及び住所又は所在地 

(ﾛ) 代表者の役職及び氏名 

(ﾊ) 会社等の目的及び事業の内容 

(ﾆ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位 10 名）の概要 

(ﾎ) 国内連絡先 

(ﾍ) 設立準拠法 

(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び、意向表明書提出前 60 日間における買

 
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に規定される公開買付けをいいます。以下同じとします。 

7 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとします。 

8 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第 1 号に掲げる者について

は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。以下同

じとします。 

9 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条 6 項に基づき共同保有者とみなされる

と当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。 

10 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協

調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、現在又は過去の出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、

親族関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株式等に関する実質的

な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行なう

ものとします。 

11 本文の所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重して行なうものと

します。なお、当社取締役会は、上記の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対

して必要な情報の提供を求めることがあります。 
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付者等の当社の株式等の取引状況 

(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付行為の概要（買付者等が大規模買付行為により取得を予

定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的（支配権取得若しくは経

営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式等の第三者への譲渡

等、又は重要提案行為等12その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が

複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。） 

③ 「本必要情報」の提供 

上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手

順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社

取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を日

本語で提供していただきます。 

 

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から 10 営業日13（初

日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ﾎ)

の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報

を当社に提出していただきます。 

また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付

行為の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評

価・検討等のために不十分であると当社取締役会及び独立委員会が合理的に判断する場合には、

当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。 

但し、買付者等からの情報提供の迅速化と、取締役会が延々と情報提供を求めて情報提供期

間を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間の上限を意向表明書受

領から 60 日間に限定し、仮に本必要情報が十分に揃わない場合であっても、情報提供期間が

満了したときは、その時点で直ちに「取締役会評価期間」（④にて後述します。）を開始するも

のとします（但し、買付者等から、合理的な理由に基づく延長要請があった場合には、必要に

応じて情報提供期間を延長することがあります。）。 

なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則

として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。 

(ⅰ) 買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その

他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役

員の氏名及び職歴等を含みます。） 

(ⅱ) 大規模買付行為の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及

び内容（経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為

の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行なった後における

株式等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。） 

 
12 金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項、及び株券等の大量保有の

状況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとし

ます。 

13 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第 1 条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。 
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(ⅲ) 大規模買付行為の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及

び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定

の際に外部専門家の意見を聴取した場合における当該外部専門家の名称、意見の概要及び

当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。） 

(ⅳ) 大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、

調達方法及び関連する取引の内容を含みます。） 

(ⅴ) 買付者等による当社の株式等の過去の取得又は処分に関する情報 

(ⅵ) 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合

はその内容及び当該第三者の概要 

(ⅶ) 買付者等と第三者の間の当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予

約その他の契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約

の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具

体的内容 

(ⅷ) 買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結

その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手

方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容 

(ⅸ) 大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び

配当政策 

(ⅹ) 大規模買付行為の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の

当社に係る利害関係者の処遇等の方針 

(ⅺ) 当社の他の株主との間で利益相反が生じる場合には利益相反を回避するための具体的方策 

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については速

やかに開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様

のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。 

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合

又は意向表明書受領日から 60 日間が経過したときには、その旨を買付者等に通知（以下「情

報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。 

 

④ 取締役会評価期間の設定等 

当社取締役会は、情報提供完了通知を行なった後、その翌日を起算日として、大規模買付

行為の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、

検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）

として設定し、速やかに開示いたします。 

(ⅰ)  対価を現金（円価）のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大

60 日間 

(ⅱ)  その他の大規模買付行為の場合には最大 90 日間 

ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分

であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場

合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知すると共に株
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主及び投資家の皆様に速やかに開示いたします。また、延長の期間は最大 30 日間とします。 

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を

得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株

主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行

なうものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当

社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切

に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模

買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家

の皆様に代替案を提示することもあります。 

当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間

開始と同時に、独立委員会に対し、買収への対応方針発動の是非について諮問します。なお、

その際に買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供いたします。 

⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告 

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意

見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発

動の是非に関する勧告を行なうものとします。 

その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するように

なされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行なう経営

陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計

士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものと

します。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場

合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事

項について、速やかに情報開示いたします。  

(ⅰ) 買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合 

独立委員会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合に

は、原則として当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。 

(ⅱ) 買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合 

買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当

社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。 

但し、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、別紙 4 に掲げるいず

れかの類型に該当すると認められ、かつ対抗措置の発動が相当であると判断される場合には、

例外的措置として、対抗措置の発動を勧告することがあります。 

⑥ 取締役会の決議、株主意思の確認 

当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価値・株主

共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行なうも

のとします。 

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議し、下記(2)に定める本新株予約権の無償割当てを実
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施する場合は、原則として14、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます15, 16。）を招集

し、株主の皆様の意思を確認するものとします。 

株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締

役会は当該株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行ない、必

要な手続きを行ないます。一方、株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が

否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不発動に関する決議を行ないます。 

当社取締役会は、上記の決議を行なった場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発

動であるかを問わず、当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事

項について、また株主意思確認総会を開催した場合には、その結果その他取締役会及び独立委

員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行ないます。 

⑦ 対抗措置の中止又は発動の停止 

当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、

(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前

提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上と

いう観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合に

は、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行なうものとします。 

当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が

適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行ないます。 

⑧ 大規模買付行為の開始 

買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措

置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものと

します。 

(2) 本プランにおける対抗措置の具体的内容 

当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権（以

下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行なうこととします。 

本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙 5「新株予約権無償割当ての概要」に記載の通りと

いたします。 

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(1)⑦に記載の通

り、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取

締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止

 
14 例えば、買付者等が、本プランに定められた手続を遵守せず、買付等を実行しようとする場合には、株主総会を

開催する時間が存しなかったり、株主の皆様が買付等の是非を判断するために必要な情報を確保することができない

ことから、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、株主総会を経ることなく、新株予約権の無償

割当てを実施することがあります。 

15 株主総会においては、原則として普通決議により株主の皆様の意思を確認することとしますが、大規模買付行為

の目的、方法及び内容並びに買付者等と一般株主の間における利益相反の可能性を含む諸般の事情を総合的に勘案し

て、買付者等及び独立委員会が当該議案との関係で買付者等と特別の利害関係を有すると認める者を、その承認可決

要件の計算から除外して取り扱うことがあります。 

16 株主総会は、本新株予約権の無償割当ての実施に係る取締役会決議後、本新株予約権の無償割当ての効力発生日

前に開催されるものを含みます。 
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し、当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行なった場合には、本新株予約権の無償割当てに

ついて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中

止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日まで

においては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することが

できるものとします。 

(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合には、当該有効期間を

2029 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。 

ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会で選任された取締役で構成される

取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるも

のとします。 

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則

の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により形式的な変更が必要と

判断した場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があり

ます。 

当社は、本プランが廃止又は本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与える

ような変更が行なわれた場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変更内容そ

の他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに情報開示を行ないます。 

3．本プランの合理性 

(1) 買収への対応方針に関する指針の要件を全て充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の

利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の

利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足

しており、かつ、企業価値研究会が 2008 年 6 月 30 日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえ

た買収防衛策の在り方」、株式会社東京証券取引所が 2021 年 6 月 11 日に改訂した「コーポレー

トガバナンス・コード」の「原則 1-5．いわゆる買収防衛策」及び経済産業省が 2023 年 8 月 31

日に公表した「企業買収における行動指針」の内容を踏まえております。 

(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、上記 1．に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当

該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案

を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行なうこと

等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的

をもって導入されているものです。 

(3) 株主意思を重視するものであること 

本プランは、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで継続することとしてお

ります。 

また、当社取締役会は、原則として、対抗措置の発動の是非について、株主意思確認総会にお

いて株主の皆様の意思を確認することとしています。 

さらに、本プランには、有効期間を約 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、
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かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役により構成される取

締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、当該決議に従い、本プランは

その時点で廃止されることになります。 

従いまして、本プランの継続、変更及び廃止並びに対抗措置の発動には、株主の皆様のご意思

が十分反映される仕組みとなっております。 

(4) 合理的な客観的発動要件の設定 

本プランは、上記 2．(1)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発

動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを

確保しております。 

(5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

本プランにおいては、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、対抗措置の発

動等を含む本プランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行なう取締役会の諮問機関として

独立委員会を設置します。 

独立委員会は、当社の業務執行を行なう経営陣から独立している、当社の社外取締役又は社外

の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）か

ら選任される委員 3 名以上により構成されます。 

また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に速やかに情報開示を

行なうこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行なわ

れる仕組みを確保しております。 

(6) デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記 2．(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取

締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デ

ッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない

買収防衛策）ではありません。 

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締

役会の構成の交代を一度に行なうことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買

収防衛策）でもありません。 

4．株主及び投資家の皆様への影響 

(1) 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行なわれません。従って、本プランがその

継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影

響を与えることはありません。なお、前述の 2．(1)に記載の通り、買付者等が本プランを遵守す

るか否か等により当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆

様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行なう場合には、別途

定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式 1 株につ

き本新株予約権 1 個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このよう

な仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式 1 株当た
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りの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株

主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与える

ことは想定しておりません。 

ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済

的利益に何らかの影響が生じる場合があります。 

なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記 2．(1)

⑦に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した

場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無

償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株

予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式 1 株当たりの

経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式 1 株当たりの経済的価値の希釈化が生

じることを前提にして売買を行なった株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可

能性がある点にご留意ください。 

また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に

際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であ

っても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直

接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き 

本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株

予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは

不要です。 

また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続きをとる場合には、買付者等以外の株主

の皆様におかれましては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新

株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み

等の手続きは不要となります。 

以上のほか、割当て方法、行使の方法、当社による取得の方法及び株式の交付方法等の詳細に

ついては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行なわれた後、当社は、そ

の手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示

又は通知を行ないますので当該開示又は通知の内容をご確認下さい。 

以 上 
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別紙1  

  

独立委員会規程の概要 

 

 

1．独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関して取締

役会がより適切な判断を下せるようにするため、また当該判断及び対応の客観性及び合理性を担

保することを目的として、取締役会の諮問機関として、設置される。 

2．独立委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した、(1)社外取締役、又は

(2)社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者又はこ

れらに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。

なお、当社は、独立委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締

結する。 

3．独立委員会の委員の任期は、選任の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員と当社が合意した日までとする。ただし、当社

取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。 

4．独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員が招集する。 

5．独立委員会の議長は、各独立委員の互選により選定される。 

6．独立委員会の決議は、原則として、独立委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行なう。

ただし、独立委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、独立委員の過半

数が出席し、その過半数をもってこれを行なう。 

7．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を

付して当社取締役会に対して勧告する。 

(1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非（発動に関して予め株主意思の確認を得ることの是非を

含む） 

(2) 本プランに係る対抗措置の中止又は発動の停止 

(3) 本プランの廃止及び変更 

(4) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項 

各独立委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・株主共同の

利益に資するか否かの観点からこれを行なうことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図

ることを目的としてはならない。 

8．独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、独立

委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。 

9．独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行なう経営陣から独

立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、

コンサルタントその他の専門家を含む。）から助言を得ることができる。 

 

以 上  
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 別紙2  

  

独立委員会委員の略歴（五十音順）  

 

 

川口 恵都子（かわぐち えつこ）（1973年1月15日生） 

1995年10月  監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 

1999年３月  公認会計士登録 

2000年６月  PwCフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社入社 

2002年６月  中央青山監査法人入所 

2011年６月  公認会計士川口事務所開設 所長（現任） 

2025年６月  株式会社図研 社外監査役（現任） 

※同氏は会社法第２条第15号に規定される社外取締役候補者であり、本定時株主総会にて承認され

ることを条件として就任予定です。 

※当社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 

 

桑野 和泉（くわの いずみ）（1964年8月1日生） 

1988年２月  株式会社玉の湯 入社 

1995年４月  同社専務取締役 

2003年10月  同社代表取締役社長（現在に至る） 

2012年６月  株式会社大分銀行社外取締役 

2014年６月  九州旅客鉄道株式会社取締役（非常勤） 

2022年６月  当社社外取締役（現在に至る） 

※同氏は会社法第２条第 15 号に規定される社外取締役です。当社は同氏を独立役員として東京証券

取引所に届け出ています。 

  

内藤 彰信（ないとう あきのぶ）（1948 年 12 月 12 日生） 

1971年４月  三菱商事株式会社入社 

1998年７月  米国CALIFORNIA OILS CORP.社長 

2002年６月  国際埠頭株式会社代表取締役社長 

2009年６月  国際埠頭株式会社顧問 

2011年６月  当社社外取締役（現在に至る） 

※同氏は会社法第２条第 15 号に規定される社外取締役です。当社は同氏を独立役員として東京証券

取引所に届け出ています。 

 

※上記3氏と当社の間に、特別の利害関係等はありません。 
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別紙 3 

 

 

当社の大株主の株式保有状況 

 

大株主一覧 

                                2026 年 3 月 31 日現在 

株主名 持株数（千株） 議決権比率（％） 

丸全商事株式会社 1,645 8.40 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,586 8.09 

明治安田生命保険相互会社 1,219 6.22 

株式会社横浜銀行 903 4.61 

丸全昭和運輸取引先持株会 827 4.22 

THE SFP VALUE REALIZATION MASTER 

FUND LTD. 

791 4.04 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 653 3.33 

AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC 583 2.98 

日本カストディ銀行（信託口） 475 2.43 

横浜振興株式会社 441 2.25 

 

 

※当社は、自己株式を1,015,431株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 

※持株比率は自己株式（1,015,431株）を控除して計算しております。
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別紙 4 

 

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型 

 

1．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当

社の株式等を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株式等の取得を行なっている又

は行なおうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合 

2．当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、

ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付

者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行なっていると判断され

る場合 

3．当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグル

ープ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行なっている

と判断される場合 

4．当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不

動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当

をさせるかあるいは係る一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価

売り抜けをする目的で当社の株式等の取得を行なっていると判断される場合 

5．買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当

社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは

明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付等を行なうことをいいます。）等の、株主の皆様

の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれが

あると判断される場合 

6．買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、

その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並びに実現可

能性等を含むがこれらに限られません。）が、当社の企業価値に照らして不十分又は不適切なも

のであると判断される場合 

7．買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、企業価値の源泉である顧客、従業員

その他の利害関係者の関係を破壊し当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想される

など、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を妨げる重大なおそれがあると判断され

る場合 

8．買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較にお

いて、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べて劣後すると判断される

場合 

9．買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合 

10．その他 1．から 9．までに準じる場合で、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう重大なおそ

れがあると判断される場合 
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別紙 5 

 

新株予約権無償割当ての概要 

 

1．本新株予約権の割当総数 

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予

約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当て

期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有す

る当社株式の数を除きます。）と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議

において別途定める数とします。 

 

2．割当対象株主 

割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただ

し、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）1 株につき 1 個を上限として、当社取

締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをし

ます。 

 

3．本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 

4．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1 個当たりの目的であ

る株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、1 株を上限として当社取締役会が本新株予約

権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を

行なう場合は、所要の調整を行なうものとします。 

 

5．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の当社普通株式 1 株当たりの金額は 1 円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決

議において別途定める額とします。 

 

6．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 

 

7．本新株予約権の行使条件 

(1)買付者等、(2)買付者等の共同保有者（かかる共同保有者が特別資本関係17を有する者を含み

ます。）、(3)買付者等の特別関係者（かかる特別関係者が特別資本関係を有する者を含みます。）、

 
17 金融商品取引法施行令第 9 条第 1 項に定義されます。以下同じとします。 
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若しくは(4)これら(1)から(3)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲

受け若しくは承継した者（その共同保有者・特別関係者を含みます。）、又は、(5)これら(1)から(4)

までに該当する者の関連者18（これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます。）は、本新

株予約権を行使することができないものとします。当社取締役会は、ある者が非適格者に該当する

かを判断するにあたり19、特別委員会の意見を聴取し、独立委員会の判断を最大限尊重するものと

します。 

 

8．当社による本新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取

得し、これと引き換えに本新株予約権 1 個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができ

るものとします。 

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者が有する本新株予約権の全てを取得し、

これと引き換えに、取得に係る本新株予約権と同数の新株予約権で非適格者の行使が原則として認

められないとされているもの20を対価として交付することができるものとします（なお、非適格者

が有する本新株予約権自体の取得の対価として金銭を交付することは予定しておりません。）。当該

新株予約権の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において定めるものといたします。 

 

9．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得 

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当

社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる

ものとします。 

 

10．本新株予約権の行使期間等 

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て

決議において別途定めるものとします。 

 

 
18 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者

（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と実質的に共同ないし協調して行動する者

として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配し

ている場合」（会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義される場合をいいます。）をいいます。 

19 ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反しないと当

社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、非適格者

に該当しないものとします。 

20 ただし、一定の場合には、非適格者による当該新株予約権の行使が認められる旨の条件を付すことがあります。

具体的には、買付者等が、既に開始している買付等を中止・撤回（買付等が公開買付けの方法により実施されている

場合には、公開買付けの撤回の公告（金融商品取引法第 27 条の 11 第 2 項本文）がなされることを要します。）した

うえで、①買付等を一定の期間実施しないこと、②一定の期間以内に株式等保有割合を一定の割合まで減少させるこ

と、③一定の期間、臨時株主総会招集請求権を行使しないこと等を誓約する旨の書面を差し入れ、当該誓約書を遵守

する場合には、かかる買付者等その他の非適格者は、その保有する当該新株予約権につき、一定の割合の範囲内に限

り行使することができることなどが定められることなどがあります。 
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11. その他 

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決議において別途定

めるものといたします。 

 

以 上 


